
 

２０２６年１月１５日 

各 位 

会 社 名 ニッケ（日本毛織株式会社） 

代 表 者 名 代表取締役社長 長岡  豊 

（コード番号 ３２０１ 東証プライム市場） 

本社所在地 大阪市中央区瓦町３丁目３番１０号 

問合せ先 財経室長 石田 保史 

（ＴＥＬ.０６－６２０５－６６３５） 

 

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第１６５条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

 当社は、２０２６年１月１５日開催の取締役会において、会社法第１６５条第３項の規定により

読み替えて適用される同法第１５６条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いた

しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

   当社は、ＲＮ１３０第３次中期経営計画（２０２４年－２０２６年）におけるキャッシュ・ア

ロケーションにおいて、機動的な自己株式取得を行い、総合的な株主還元を充実させることとし

ております。加えて、資本効率の向上をはかり企業価値・株主価値の最大化に繋げるため、本自

己株式取得を実施いたします。 

 

２．取得の内容 

 （１）取得する株式の種類  当社普通株式 

 （２）取得する株式の総数  ２００万株（上限） 

               （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合：２.９８％） 

 （３）株式取得価額の総額  ４０億円（上限） 

 （４）取得する期間      ２０２６年１月１９日～２０２６年５月２２日 

（５）取得方法       自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）を含む市場買付 

 

（ご参考）２０２５年１２月３１日時点の自己株式の保有 

      発行済株式総数（自己株式除く） ６７,００３,２３５株 

      自己株式数            ７,２７５,６２３株 

 

以 上 


